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成田市本庁舎自動証明写真機設置業者募集要項 

 

１．事業名称 

 成田市本庁舎自動証明写真機設置業者募集 

 

２．事業目的 

 この要項は、パスポート申請等で来庁する方の利便性の向上のため設置する自動証明

写真機の設置予定業者（以下「設置業者」という。）を選定するために、必要な手続を定

めるものである。 

 

３．事業内容及び事業期間 

（１）事業内容 

 本件の契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４

号の規定に基づく貸付契約とする。 

（２）事業期間 

 貸付期間は、令和６年１２月１日から令和９年１１月３０日までの３年間とする。 

 

４．公募物件 

（１）設置場所等の詳細は、別紙「自動証明写真機設置予定位置図」を参照すること。貸

付面積は外形寸法とする。ただし、当該面積が２㎡未満の場合は２㎡とする。 

（２）補充等の日常管理に支障がないか必ず現地を確認すること。図と現地に違いがある

場合は現地を優先するものとする。 

（３）設置する自動証明写真機の機能要件は別紙「機器仕様書」を参照すること。 

 

５．選定方法 

 選定方法は、自動証明写真機の売上に係る手数料割合による入札とし、手数料割合が最

も高い者を落札者とする。最低手数料割合は、３０．００％とする。 

 

６．参加資格 

 本件の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（１）本件の公告の日から開札の日までに、成田市契約に係る暴力団対策措置要綱の規定

による入札参加除外を受けていない者。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次の

各号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けて２年間を経過しない者又は本件の開札

日前６か月以内に手形、小切手を不渡りにした者。 
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イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決

定がされていない者。 

ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決

定がされていない者。 

（３）令和３年度から令和６年度までの間において、国、都道府県及び市区町村において

自動証明写真機の設置業務（自らが管理、運営するものに限る。）の受注実績を有

している者。 

（４）本件の公告の日時点において上記（１）から（３）までの要件を満たしていた者が、

契約締結までに要件を満たさなくなった場合には、その時点で参加資格を失う。 

 

７．公告から決定までのスケジュール 

令和６年９月３日（火）    公告（公募開始） 

令和６年９月３日（火）～９月１０日（火）  質問受付期間 

令和６年９月１７日（火）    質問回答期限 

令和６年９月３日（火）～９月２４日（火）  参加申請受付期間 

令和６年１０月２日（水）まで   書類審査通知 

令和６年１０月９日（水）～１０月１６日（水） 入札書受付期間 

令和６年１０月１８日（金）    開札日 

令和６年１０月下旬     落札者の決定 

 

８．募集要項等の配布 

（１）配布開始年月日 

 令和６年９月３日（火） 

（２）配布方法 

 成田市ホームページ（https://www.city.narita.chiba.jp/）からダウンロードして

取得すること。 

 

９．参加申請 

（１）受付期間等 

①受付期間 令和６年９月３日（火）から令和６年９月２４日（火） 

      午後５時まで（必着） 

③提出方法 郵送 

      簡易書留で送ること。 

②提出先  〒２８６－８５８５ 千葉県成田市花崎町７６０番地 

      成田市役所市民生活部市民課 

（２）提出資料 

① 参加申込書（兼受付書）及び誓約書（様式１）  ・・・1部 

② 業務実績報告書（様式２）           ・・・1部 
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③ 委任状（様式３）               ・・・1部（必要な場合のみ） 

④ 印鑑証明書 

⑤ 証明書類 

 ア 法人の場合 

  ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

 イ 個人の場合 

  ・住民票 

※ 証明書類は、いずれも発行後３カ月以内のもの（複写したものは不可）に限る。 

※ 代理人が参加申請する場合でも「代表者」の証明書類は提出すること。 

⑥ 設置を希望する自動証明写真機のカタログ 

（３）参加辞退 

 参加申請書類の提出後に、本件の参加を辞退する場合は、速やかに、市民課に連絡す

るとともに、辞退届（様式６）に辞退の理由を明記して提出すること。 

 

１０．質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

 本件に係わる質問は、別紙質問書（様式４）に記入して、令和６年９月１０日（火）

午後３時までに電子メールで行うこと（必着）。 

 1質問につき 1ファイルとすること。 

 申込みの電子メールアドレス：shimin@city.narita.chiba.jp 

 件名は「成田市本庁舎自動証明写真機設置業者募集に係る質問書」とすること。 

（２）質問への回答 

 質問事項への回答は、令和６年９月１７日（火）までに成田市ホームページ上に掲載

する。 

（３）留意事項 

 電話での質問には応じない。また、回答に対する再質問には応じない。 

 

１１．入札書の提出 

 参加申請に係る提出書類の審査を市民課で行い、各参加申請者に入札参加の可否につ

いて電子メール及び文書で通知する。 

 入札参加資格を得た者は、入札書（様式５）を次のとおり提出すること。 

 

（１）入札書提出期間 

  令和６年１０月９日（水）から令和６年１０月１６日（水）まで 

  午後５時まで（必着） 

  この期間に提出されなかったものは、いかなる理由があっても無効とする。また、

いかなる理由があろうとも、入札書類提出後の入札書類の修正、差替え又は再提出

は認めない。 
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（２）入札書提出方法 

  郵送 

  簡易書留で送ること（持参は認めない）。 

  郵送用封筒の記載は、指定様式①とおりとする。なお、入札書については、必ず封

筒に封印すること。 

 

 

 

 

 

（３）入札書提出先 

  〒２８６－８５８５ 千葉県成田市花崎町７６０番地 

  成田市役所市民生活部市民課 

（４）入札保証金 

   入札保証金の納付は免除とする。 

（５）入札の無効 

 次の事項のいずれかに該当する入札は無効となる。 

①入札に参加する資格を有しない者のした入札書 

②手数料割合を訂正した入札書 

③同一事項の入札について他の入札参加者の代理人を兼ねた者のした入札書 

④記名押印を欠く入札書 

⑤誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書 

⑥不正の行為があったと認められる入札書 

⑦上に掲げるもののほか，入札条件に違反して入札した入札書 

 

１２．開札 

（１）開札日時及び場所 

①日時  令和６年１０月１８日（金）午後３時から 

②場所  成田市役所食堂（本庁舎Ｂ１階） 

（２）開札の立会い 

 入札者は立会いすることができる。立会いを希望する場合には、１０月１７日（木）

午後５時までに次の事項を記載した電子メールにより市民課に事前申請したうえで、

開札時間までに開札場所に来場すること。 

  件名：「成田市本庁舎自動証明写真機設置業者募集開札立会申込み（事業者名）」 

  本文：「立会者の氏名・連絡先」 

  電子メールアドレス：shimin@city.narita.chiba.jp 

 開札は、成田市が指定する本案件に無関係である成田市職員を立ち会わせる。 

（３）くじ引きについて 

入札書提出時に同封するもの 説      明 

入札書（様式５）のみ 割印の有無は問わない。 
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 手数料割合が同割合であった場合、開札日同日中にくじ引きにより落札者を決定す

る。立会者にくじ引きの権利を委任する場合は、くじ引きに係る委任状（様式８）を開

札日当日に持参すること。 

 

１３．落札者の決定 

（１）落札者の決定方法 

・落札者の決定は、有効な入札のうち、最も高い手数料割合を入札した方を落札者とし

て決定する。 

・落札者となるべき手数料割合の入札者が２者以上いる場合は、くじ引きによって落札

者を決定する。くじ引きは、代表者又は委任を受けた立会者が行うが、両者がいない

場合は、本案件に無関係である成田市職員が代理でくじを引くこととする。 

（２）落札額の決定 

 入札書に記載された手数料割合をもって落札額とする。 

（３）落札者の決定後、参加者に選定結果を通知する。 

 

１４．契約の締結 

（１）落札者は、落札決定の日から７日以内（以下「指定期日」という。）に成田市と市有

財産の一時貸付けについて契約を締結する。契約は管財課において手続きを行う。 

（２）契約保証金は免除する。 

（３）正当な理由がなく指定期日までに契約を締結しない場合、又は、指定期日までの間に

辞退届（様式６）の提出があった場合は、落札者の決定を取り消し、有効な入札のう

ち次順位者を繰り上げ、落札者とする。 

（４）（３）により設置業者の決定を取り消された者（指定期日までの間に辞退届（様式６）

が提出された者は除く。）は、次回の入札参加資格がないものとする。 

 

１５．入札結果の公表 

 入札結果は、その内容（落札手数料割合、落札者）を公表する。 

 

１６. 失格 

以下のいずれかに該当する場合は失格とする。 

①参加者が「６.参加資格」に示す要件を満たさない場合。 

②手数料割合が「５．選定方法」に示す下限を下回る場合。 

③入札書が「１１．入札書の提出」に定められた日時及び場所までに到着しない場合。 

④入札書が「１１．入札書の提出」の記載内容に不備がある場合。 

⑤入札書が「１１．入札書の提出」の「（５）入札の無効」のいずれかに該当する入

札の場合。 

⑥提出書類の記載内容に不備がある場合。 

⑦その他募集要項において示した条件等に違反した場合。 
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１７．留意事項 

（１） 参加に必要な費用は各参加者の負担とする。 

（２） 提出された参加申請書、質問書、入札書等の資料は一切返却しない。 

（３） 参加申請者一団体につき、入札は１件とする。 

（４） 手続きにおいて使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（５） 提案する事業者は、提出書類に関して、本市から説明を求められた場合は、それに

応じなければならない。 

（６） 提出された書類等は、成田市情報公開条例第７条（平成１７年成田市条例第５２号）

に基づき、情報公開の対象となる。 

（７） 業者選定にあたっては、参加者は適正な競争環境を阻害する行為を行ってはならな

い。 

（８） 選定手続きの段階で、信義則に反する行為があった場合は、落札者の地位を取り消

す場合がある。 

（９） 契約締結後は、速やかに本業務を履行できる体制を整えること。 

（１０）落札者確定後又は契約締結後に、参加申請書等に虚偽の記載又は内容に重大な誤り

があった場合には、契約を締結しない場合や、契約を解除する場合がある。 

（１１）契約締結後、事業者の都合等による作業または経費の増加等が発生しても、事業者

の責任で処理し、納期を遅延させないこと。 

（１２）やむを得ない理由により、選定を実施することができないと認めるときは、中止す

る場合がある。その場合において、応募にかかわるすべての経費は本市に請求でき

ないこととする。 

（１３）提出された参加申請書等は、審査・業者選定の用以外に参加者に無断で使用しない。 


